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口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です 

 

 

当金庫の口座にて、売買・譲渡・譲受・貸借等の犯罪行為を含む法令違反行 

為や公序良俗に反する行為が確認された場合、口座の利用停止や解約等の措置

を行います。また、関係省庁へ届出を行うなど、金融機関として厳格に対応し

て参ります。 

 口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です。絶対に行わないでください。 

 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

鹿児島相互信用金庫 経営管理部 

〒890-0062 鹿児島市与次郎 1-6-30 TEL099-202-0574 






